
 

原子力損害賠償制度の見直しに係る関係規定・附帯決議 

 

○原子力損害賠償支援機構法 附則第6条 

 

（検討） 

第六条 政府は、この法律の施行後できるだけ早期に、平成二十三年三月十一日

に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故（以下「平成二十三

年原子力事故」という。）の原因等の検証、平成二十三年原子力事故に係る原子

力損害の賠償の実施の状況、経済金融情勢等を踏まえ、原子力損害の賠償に係る

制度における国の責任の在り方、原子力発電所の事故が生じた場合におけるその

収束等に係る国の関与及び責任の在り方等について、これを明確にする観点から

検討を加えるとともに、原子力損害の賠償に係る紛争を迅速かつ適切に解決する

ための組織の整備について検討を加え、これらの結果に基づき、賠償法の改正等

の抜本的な見直しをはじめとする必要な措置を講ずるものとする。 

 

2  政府は、この法律の施行後早期に、平成二十三年原子力事故の原因等の検証、

平成二十三年原子力事故に係る原子力損害の賠償の実施の状況、経済金融情勢等

を踏まえ、平成二十三年原子力事故に係る資金援助に要する費用に係る当該資金

援助を受ける原子力事業者と政府及び他の原子力事業者との間の負担の在り方、

当該資金援助を受ける原子力事業者の株主その他の利害関係者の負担の在り方等

を含め、国民負担を最小化する観点から、この法律の施行状況について検討を加

え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。 

 

3  政府は、国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図る観点から、電

気供給に係る体制の整備を含むエネルギーに関する政策の在り方についての検討

を踏まえつつ、原子力政策における国の責任の在り方等について検討を加え、そ

の結果に基づき、原子力に関する法律の抜本的な見直しを含め、必要な措置を講

ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料２ 



 

 

○原子力損害賠償支援機構法案に対する附帯決議（衆議院）（抜粋） 

 

七 法附則第六条第一項に規定する「抜本的見直し」に際しては、原子力損害の

賠償に関する法律第三条の責任の在り方、同法第七条の賠償措置額の在り方等国

の責任の在り方を明確にすべく検討し、見直しを行うこと。 

 

十一 本委員会は、法附則第六条第一項に規定する「できるだけ早期に」は、一

年を目途とすると認識し、政府はその見直しを行うこと。 

 

 

 

 

○原子力損害賠償支援機構法案に対する附帯決議（参議院）（抜粋） 

 

七 本法附則第六条第一項に規定する「抜本的見直し」に際しては、原子力損害

の賠償に関する法律第三条の責任の在り方、同法第七条の賠償措置額の在り方等

国の責任の在り方を明確にすべく検討し、見直しを行うとともに、その際賠償の

仮払いの法定化についても検討すること。 

 

十一 本委員会は、本法附則第六条第一項に規定する「できるだけ早期に」は、

一年を目途と、同条二項に規定する「早期に」は、二年を目途とすると認識し、

政府はその見直しを行うこと。 

 

 


